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第１５号議案 

平成２９年度石巻市一般会計予算 

平成２９年度石巻市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８９，１１０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条  法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条  法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 

３０，０００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 市税 17,295,464

 1 市民税 7,245,618

 2 固定資産税 7,238,894

 3 軽自動車税 392,208

 4 市たばこ税 1,484,034

 5 入湯税 18,362

 6 都市計画税 916,348

 2 地方譲与税 644,001

 1 地方揮発油譲与税 175,000

 2 自動車重量譲与税 446,000

 3 地方道路譲与税 1

 4 特別とん譲与税 23,000

 3 利子割交付金 15,000

 1 利子割交付金 15,000

 4 配当割交付金 48,000

 1 配当割交付金 48,000

 5 株式等譲渡所得割交付金 49,900

 1 株式等譲渡所得割交付金 49,900

 6 地方消費税交付金 2,243,000

 1 地方消費税交付金 2,243,000

 7 ゴルフ場利用税交付金 1

 1 ゴルフ場利用税交付金 1

 8 自動車取得税交付金 166,001

 1 自動車取得税交付金 166,001

 9 地方特例交付金 90,000

 1 地方特例交付金 90,000

10 地方交付税 41,530,000

 1 地方交付税 41,530,000

11 交通安全対策特別交付金 25,000

 1 交通安全対策特別交付金 25,000

12 分担金及び負担金 663,329

 1 負担金 663,329

13 使用料及び手数料 1,364,874

 1 使用料 1,220,187

 2 手数料 144,687

14 国庫支出金 22,446,248

 1 国庫負担金 17,837,196

 2 国庫補助金 4,564,495

 3 国庫委託金 44,557

15 県支出金 5,929,834

 1 県負担金 2,497,843

金 額

- 2 - 一般会計 

(単位：千円)

款 項

 2 県補助金 2,326,201

 3 県委託金 1,105,790

16 財産収入 1,160,546

 1 財産運用収入 142,286

 2 財産売払収入 1,018,260

17 寄附金 3

 1 寄附金 3

18 繰入金 84,819,506

 1 基金繰入金 83,640,496

 2 特別会計繰入金 1,179,010

19 繰越金 1

 1 繰越金 1

20 諸収入 2,445,492

 1 延滞金加算金及び過料 17,464

 2 市預金利子 315

 3 貸付金元利収入 1,126,710

 4 雑入 1,301,003

21 市債 8,173,800

 1 市債 8,173,800

189,110,000

金 額

歳 入 合 計

- 2 - 一般会計 

- 3 - 一般会計 



２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 403,996

 1 議会費 403,996

 2 総務費 14,936,084

 1 総務管理費 13,465,396

 2 徴税費 704,880

 3 戸籍住民基本台帳費 460,430

 4 選挙費 230,426

 5 統計調査費 30,618

 6 監査委員費 44,334

 3 民生費 27,088,899

 1 社会福祉費 6,015,275

 2 老人福祉費 4,774,087

 3 児童福祉費 7,581,442

 4 生活保護費 2,658,393

 5 災害救助費 6,059,702

 4 衛生費 8,505,812

 1 保健衛生費 5,090,450

 2 清掃費 2,509,077

 3 上水道費 906,285

 5 労働費 233,668

 1 労働福祉費 233,668

 6 農林水産業費 6,219,829

 1 農業費 2,118,607

 2 林業費 187,668

 3 水産業費 3,913,554

 7 商工費 2,858,064

 1 商工費 2,858,064

 8 土木費 95,770,831

 1 土木管理費 507,176

 2 道路橋りょう費 3,992,315

 3 河川費 652,183

 4 港湾費 61,622

 5 都市計画費 47,837,938

 6 住宅費 42,719,597

 9 消防費 4,855,741

 1 消防費 4,855,741

10 教育費 8,236,361

 1 教育総務費 1,060,051

 2 小学校費 1,863,417

 3 中学校費 976,485

 4 高等学校費 550,966

金 額

- 4 - 一般会計 

(単位：千円)

款 項

 5 幼稚園費 363,575

 6 社会教育費 1,675,324

 7 保健体育費 1,746,543

11 災害復旧費 13,455,972

 1 農林水産業施設災害復旧費 11,392,466

 2 公共土木施設災害復旧費 1,451,008

 3 文教施設災害復旧費 284,450

 4 その他公共施設・公用施設災害 328,048

復旧費

12 公債費 6,328,068

 1 公債費 6,328,068

13 諸支出金 116,675

 1 普通財産取得費 116,675

14 予備費 100,000

 1 予備費 100,000

189,110,000

金 額

歳 出 合 計

- 4 - 一般会計 

- 5 - 一般会計 
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第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

８ 土木費 

 

５ 都市計画費 

 

津波復興拠点整備

事業 

 

927,400 平成 29年度 621,270 

平成 30年度 306,130 
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第３表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

クライアントアクセスライセンス使

用料 

平成 30年度から 

平成 31年度まで 
8,100 

ソフトウェアライセンス使用料 
平成 30年度から 

平成 31年度まで 
9,480 

納税通知書作成等業務

（市・県民税普通徴収

分） 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 31年度まで 
10,900 

納税通知書作成等業務

（固定資産税） 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
6,280 

納税通知書作成等業務

（軽自動車税） 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 31年度まで 
9,000 

督促状作成等業務 
平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
2,780 

口座振替関係通知書作

成等業務 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
2,900 

食育推進計画策定業務 平成 30年度 3,146 

自動体外式除細動器借

上料 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 
6,433 

「石巻市北鰐山 

墓地移転資金融 

資あっせん要綱」 

に基づく資金融 

資に伴う利子補 

給及び損失補償 

利
子
補
給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

借入残高に係る利子に相当する

額 

損
失
補
償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 35年度まで 
未償還元金の 10％に相当する額 

自動車騒音面的評価業務 
平成 30年度から 

平成 33年度まで 
2,539 

「石巻市漁業経営震災 

復旧特別対策資金利子 

補給金交付要綱」に基 

づく資金融資に伴う利 

子補給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

借入残高に対して年 0.35％以内

に相当する額 

「石巻市中小企業融資 

あっせん規則」に基づ 

く資金融資に係る損失 

補償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 42年度まで 

融資預託金の 10/100以内に相当

する額 
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（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

「石巻市小企業小口融 

資あっせん規則」に基 

づく資金融資に係る損 

失補償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 39年度まで 

融資預託金の 10/100以内に相当

する額 

「石巻市中小企業融資 

災害関連利子補給事業 

実施要綱」に基づく中 

小企業融資災害関連枠 

利子補給 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 33年度まで 

借入残高に対して年 1.5％以内

に相当する額 

復興公営住宅整備事業 
平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
9,837,000 

図書館システム借上料 
平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 
46,480 

自動体外式除細動器借

上料（学校施設） 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 
3,342 
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第４表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

庁舎施設整備事業 

債 
19,200 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め３０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。 

地域づくり基金積 

立事業債 
380,000 

コミュニティ施設

整備事業債 
16,100 

放課後児童クラブ

室建設事業債 
5,000 

児童福祉施設整備

事業債 
30,000 

保健衛生事業債 30,000 

斎場施設整備事業

債 
91,500 

清掃運搬施設整備 

事業債 
6,800 

清掃施設整備事業

債 
13,700 

農業施設整備事業 

債 
25,900 

農業施設解体事業

債 
49,400 

小規模治山対策事 

業債 
4,900 

漁港海岸施設整備

事業債 
9,700 

観光施設整備事業

債 
110,000 
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（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

道路新設改良事業 

債 
353,500 

   

急傾斜地崩壊対策 

事業債 
19,700 

街路整備事業債 265,900 

公営住宅整備事業

債 
21,400 

復興公営住宅整備

事業債 
1,872,500 

公営住宅解体事業

債 
12,700 

消防施設整備事業

債 
103,600 

防災設備整備事業

債 
76,400 

消防施設解体事業

債 
29,200 

小学校施設整備事

業債 
565,600 

中学校施設整備事

業債 
35,800 

幼稚園園児輸送事

業債 
15,700 

社会教育施設整備 

事業債 
104,600 

複合文化施設整備

事業債 
251,700 
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（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

社会教育施設解体 

事業債 
38,900 

   
保健体育施設整備

事業債 
232,400 

臨時財政対策債 2,100,000 

 

災害援護資金貸付 

金 

 

567,000 

普通貸借 無利子 災害弔慰金の支給等に関

する法律（昭和４８年法律

第８２号）に基づき宮城県

が定めた融通条件による。 

 

 

公有林整備事業債 

 

16,000 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮、又

は借り換えをすることが

できる。 
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石 巻 市 土 地 取 得                

 

特 別 会 計                
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第１６号議案 

平成２９年度石巻市土地取得特別会計予算 

平成２９年度石巻市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３１８，４１０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 1,092,811

 1 財産運用収入 230

 2 財産売払収入 1,092,581

 2 繰入金 225,599

 1 一般会計繰入金 225,599

1,318,410

金 額

歳 入 合 計

- 16 - 土地取得特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 公債費 225,599

 1 公債費 225,599

 2 諸支出金 1,092,811

 1 基金積立金 230

 2 繰出金 1,092,581

1,318,410

金 額

歳 出 合 計

- 17 - 土地取得特別会計 
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石巻市水産物地方卸売市場事業                

 

特 別 会 計                
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第１７号議案 

平成２９年度石巻市水産物地方卸売市場事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の水産物地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４５３，９３３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 使用料及び手数料 132,697

 1 使用料 132,697

 2 県支出金 2,917

 1 県委託金 2,917

 3 繰入金 233,258

 1 一般会計繰入金 233,258

 4 諸収入 85,061

 1 雑入 85,061

453,933

金 額

歳 入 合 計

- 22 - 水産物地方卸売市場事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 水産物地方卸売市場費 352,565

 1 水産物地方卸売市場費 352,565

 2 災害復旧費 1

 1 市場施設災害復旧費 1

 3 公債費 94,107

 1 公債費 94,107

 4 諸支出金 7,260

 1 償還金 7,260

453,933

金 額

歳 出 合 計

- 23 - 水産物地方卸売市場事業特別会計 
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石 巻 市 下 水 道 事 業                

 

特 別 会 計                
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第１８号議案 

平成２９年度石巻市下水道事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７，６３１，１６５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条  法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」による。 

（歳出予算の流用） 

第５条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 27,473

 1 分担金 707

 2 負担金 26,766

 2 使用料及び手数料 1,408,654

 1 使用料 1,407,736

 2 手数料 918

 3 国庫支出金 4,840,000

 1 国庫補助金 4,840,000

 4 財産収入 1

 1 財産売払収入 1

 5 繰入金 21,428,151

 1 一般会計繰入金 21,428,151

 6 諸収入 4,886

 1 延滞金加算金及び過料 2

 2 雑入 4,884

 7 市債 9,922,000

 1 下水道事業債 9,922,000

37,631,165

金 額

歳 入 合 計

- 28 - 下水道事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 2,107,587

 1 総務管理費 586,147

 2 雨水排水施設管理費 332,675

 3 汚水処理施設管理費 1,188,765

 2 建設費 27,272,407

 1 公共下水道建設費 27,032,102

 2 流域下水道建設費 240,305

 3 災害復旧費 3,713,000

 1 下水道施設災害復旧費 3,713,000

 4 公債費 4,538,171

 1 公債費 4,538,171

37,631,165

金 額

歳 出 合 計

- 29 - 下水道事業特別会計 
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第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

２ 建設費 

 

 

１ 公共下水 

道建設費 

 

公共下水道復興建設

事業（平成２９年度

分） 

 

 

 

 

 

37,000,000 

 

平成 29年度 6,910,000 

平成 30年度 20,600,000 

平成 31年度 9,490,000 

 

 

 

第３表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納付書・督促状作成業務 平成 30年度 1,960 

 

「石巻市水洗便所等改造

資金融資あっせん要綱」に

基づく資金融資に伴う利

子補給及び損失補償 

利 

子 

補 

給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利子

補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 35年度まで 

未償還元金の 10/100 に相当す

る金額の損失補償 
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第４表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

公共下水道建設事

業債 
8,311,300 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。 

流域下水道整備事

業債 
240,100 

下水道事業資本費

平準化債 
1,342,800 

下水道事業特別措

置債 
27,800 
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石 巻 市 漁 業 集 落 排 水 事 業                

 

特 別 会 計                
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第１９号議案 

平成２９年度石巻市漁業集落排水事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２５，３３９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 1

 1 分担金 1

 2 使用料及び手数料 541

 1 使用料 541

 3 繰入金 20,596

 1 一般会計繰入金 20,596

 4 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

 5 市債 4,200

 1 漁業集落排水事業債 4,200

25,339

金 額

歳 入 合 計

- 36 - 漁業集落排水事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 17,228

 1 総務管理費 12,551

 2 施設管理費 4,677

 2 公債費 8,111

 1 公債費 8,111

25,339

金 額

歳 出 合 計

- 37 - 漁業集落排水事業特別会計 



- 38 - 

第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

「石巻市水洗便所

等改造資金融資あ

っせん要綱」に基づ

く資金融資に伴う

利子補給及び損失

補償 

利    

子 

補 

給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 35年度まで 

未償還元金の 10/100 に相当す

る金額の損失補償 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 

漁業集落排水事業 

債 

 

4,200 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 農 業 集 落 排 水 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２０号議案 

平成２９年度石巻市農業集落排水事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９７，２１７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 552

 1 分担金 552

 2 使用料及び手数料 95,812

 1 使用料 95,812

 3 県支出金 4,000

 1 県補助金 4,000

 4 繰入金 251,352

 1 一般会計繰入金 251,352

 5 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

 6 市債 145,500

 1 農業集落排水事業債 145,500

497,217

金 額

歳 入 合 計

- 42 - 農業集落排水事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 177,527

 1 総務管理費 31,933

 2 施設管理費 145,594

 2 災害復旧費 1

 1 農業集落排水施設災害復旧費 1

 3 公債費 319,689

 1 公債費 319,689

497,217

金 額

歳 出 合 計

- 43 - 農業集落排水事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納付書・督促状作成業務 平成 30年度 84 

「石巻市水洗便所

等改造資金融資あ

っせん要綱」に基づ

く資金融資に伴う

利子補給及び損失

補償 

利    

子 

補 

給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 35年度まで 

未償還元金の 10/100 に相当す

る金額の損失補償 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 

農業集落排水事業 

債 

 

12,600 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。  

農業集落排水事業 

資本費平準化債 

 

132,900 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 浄 化 槽 整 備 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２１号議案 

平成２９年度石巻市浄化槽整備事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５４，４６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負

担行為」による。 

（地方債） 

第３条  法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 244

 1 分担金 244

 2 使用料及び手数料 10,649

 1 使用料 10,649

 3 国庫支出金 3,598

 1 国庫補助金 3,598

 4 繰入金 122,568

 1 一般会計繰入金 122,568

 5 諸収入 1

 1 延滞金加算金及び過料 1

 6 市債 17,400

 1 浄化槽整備事業債 17,400

154,460

金 額

歳 入 合 計

- 48 - 浄化槽整備事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 管理費 39,373

 1 総務管理費 14,293

 2 施設管理費 25,080

 2 建設費 104,665

 1 浄化槽建設費 104,665

 3 公債費 10,422

 1 公債費 10,422

154,460

金 額

歳 出 合 計

- 49 - 浄化槽整備事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納付書・督促状作成業務 平成 30年度 84 

「石巻市水洗便所

等改造資金融資あ

っせん要綱」に基づ

く資金融資に伴う

利子補給及び損失

補償 

利    

子 

補 

給 

平成 

29年度分 

平成 30年度から 

平成 34年度まで 

水洗便所等改造資金の借入残

高に対して年 8.5％以内の利

子補給 

損 

失 

補 

償 

平成 

29年度分 

平成 29年度から 

平成 35年度まで 

未償還元金の 10/100 に相当す

る金額の損失補償 

 

 

第３表 地方債 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的         限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法         

 

浄化槽整備事業債 

 

17,400 

 

 

普通貸借又

は証券発行

（ただし、登

録債） 

5.0% 以内

（ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び地

方公共団体

金融機構資

金について

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率） 

 

起債年度から据置期間を

含め４０年以内に借入先

の融通条件に従い元利均

等償還又は元金均等償還

により償還する。ただし、

融通条件又は財政の都合

により償還年限の短縮又

は借り換えをすることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 市 街 地 開 発 事 業 

 

特 別 会 計                
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第２２号議案 

平成２９年度石巻市市街地開発事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の市街地開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，８７７，５８９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（継続費） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１２条第１項の 

規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（歳出予算の流用） 

第３条  法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 133,566

 1 財産運用収入 29

 2 財産売払収入 133,537

 2 繰入金 9,742,664

 1 基金繰入金 18,115

 2 一般会計繰入金 9,724,549

 3 繰越金 1

 1 繰越金 1

 4 清算金 1,358

 1 清算金 1,358

9,877,589

金 額

歳 入 合 計

- 54 - 市街地開発事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 市街地開発事業費 9,539,037

 1 震災復興土地区画整理事業費 915,460

 2 被災市街地復興土地区画整理事 8,623,577

業費

 2 公債費 338,521

 1 公債費 338,521

 3 諸支出金 31

 1 基金積立金 30

 2 繰出金 1

9,877,589

金 額

歳 出 合 計

- 55 - 市街地開発事業特別会計 
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第２表 継続費 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 

 

１ 市街地開 

発事業費 

 

 

１ 震災復興 

土地区画 

整理事業 

費 

 

新蛇田南地区事業

（その２） 

 

 

170,000 平成 29年度 25,000 

平成 30年度 140,000 

平成 31年度 5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 産 業 用 地 整 備 事 業 

 

特 別 会 計                
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第２３号議案 

平成２９年度石巻市産業用地整備事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の産業用地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１３，７８０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 財産収入 213,780

 1 財産運用収入 5,469

 2 財産売払収入 208,311

213,780

金 額

歳 入 合 計

- 60 - 産業用地整備事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 産業用地整備事業費 2,865

 1 産業用地整備事業費 2,865

 2 公債費 124,488

 1 公債費 124,488

 3 諸支出金 86,427

 1 繰出金 86,427

213,780

金 額

歳 出 合 計

- 61 - 産業用地整備事業特別会計 



- 62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 国 民 健 康 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２４号議案 

平成２９年度石巻市国民健康保険事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，０４０，４７５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行   

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 3,463,336

 1 国民健康保険税 3,463,336

 2 使用料及び手数料 1,219

 1 手数料 1,219

 3 国庫支出金 4,542,360

 1 国庫負担金 3,225,147

 2 国庫補助金 1,317,213

 4 療養給付費等交付金 121,533

 1 療養給付費等交付金 121,533

 5 前期高齢者交付金 4,860,965

 1 前期高齢者交付金 4,860,965

 6 県支出金 937,241

 1 県負担金 186,044

 2 県補助金 751,197

 7 共同事業交付金 4,525,579

 1 共同事業交付金 4,525,579

 8 財産収入 370

 1 財産運用収入 370

 9 繰入金 1,562,767

 1 一般会計繰入金 1,389,139

 2 基金繰入金 173,628

10 繰越金 1

 1 繰越金 1

11 諸収入 25,104

 1 延滞金加算金及び過料 15,100

 2 雑入 10,004

20,040,475

金 額

歳 入 合 計

- 66 - 国民健康保険事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 112,801

 1 総務管理費 64,045

 2 徴税費 47,886

 3 運営協議会費 870

 2 保険給付費 12,318,202

 1 療養諸費 10,996,973

 2 高額療養費 1,221,687

 3 移送費 500

 4 出産育児諸費 84,042

 5 葬祭諸費 15,000

 3 後期高齢者支援金等 1,984,633

 1 後期高齢者支援金等 1,984,633

 4 前期高齢者納付金等 7,570

 1 前期高齢者納付金等 7,570

 5 老人保健拠出金 51

 1 老人保健拠出金 51

 6 介護納付金 803,224

 1 介護納付金 803,224

 7 共同事業拠出金 4,525,587

 1 共同事業拠出金 4,525,587

 8 保健事業費 221,006

 1 特定健康診査等事業費 170,711

 2 保健事業費 50,295

 9 基金積立金 370

 1 基金積立金 370

10 諸支出金 37,031

 1 償還金及び還付加算金 37,031

11 予備費 30,000

 1 予備費 30,000

20,040,475

金 額

歳 出 合 計

- 67 - 国民健康保険事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納税通知書作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
6,400 

督促状作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
2,780 

口座振替関係通知書作成

等業務 

平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
1,940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 後 期 高 齢 者 医 療 

 

特 別 会 計                
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第２５号議案 

平成２９年度石巻市後期高齢者医療特別会計予算 

平成２９年度石巻市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８３２，３８０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 1,252,203

 1 後期高齢者医療保険料 1,252,203

 2 使用料及び手数料 2

 1 手数料 2

 3 繰入金 537,966

 1 一般会計繰入金 537,966

 4 繰越金 1

 1 繰越金 1

 5 諸収入 42,208

 1 延滞金及び過料 127

 2 受託事業収入 34,980

 3 雑入 7,101

1,832,380

金 額

歳 入 合 計

- 72 - 後期高齢者医療特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 79,960

 1 総務管理費 72,176

 2 徴収費 7,784

 2 保健事業費 61,446

 1 健康診査事業費 61,446

 3 後期高齢者医療広域連合納付金 1,683,873

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,683,873

 4 諸支出金 7,101

 1 償還金及び還付加算金 7,100

 2 繰出金 1

1,832,380

金 額

歳 出 合 計

- 73 - 後期高齢者医療特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納入通知書作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
2,800 

督促状作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 30年度まで 
560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 介 護 保 険 事 業                

 

特 別 会 計                
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第２６号議案 

平成２９年度石巻市介護保険事業特別会計予算 

平成２９年度石巻市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，０７０，６８０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

（債務負担行為） 

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行

為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

平成２９年２月１３日提出 

石巻市長 亀 山   紘 

平成  年 月  日議決 

 

 



第１表　歳入歳出予算

１   歳    入 (単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 2,595,879

 1 介護保険料 2,595,879

 2 使用料及び手数料 2

 1 手数料 2

 3 国庫支出金 3,180,687

 1 国庫負担金 2,157,444

 2 国庫補助金 1,023,243

 4 支払基金交付金 3,526,708

 1 支払基金交付金 3,526,708

 5 県支出金 1,866,709

 1 県負担金 1,748,707

 2 県補助金 118,002

 6 財産収入 105

 1 財産運用収入 105

 7 繰入金 1,900,112

 1 一般会計繰入金 1,855,725

 2 基金繰入金 44,387

 8 繰越金 1

 1 繰越金 1

 9 諸収入 477

 1 延滞金及び過料 2

 2 貸付金元利収入 360

 3 雑入 115

13,070,680

金 額

歳 入 合 計

- 78 - 介護保険事業特別会計 

２   歳    出 (単位：千円)

款 項

 1 総務費 209,835

 1 総務管理費 86,136

 2 徴収費 10,811

 3 介護認定審査会費 112,888

 2 保険給付費 12,018,933

 1 介護サービス等諸費 10,678,690

 2 介護予防サービス等諸費 433,718

 3 その他諸費 12,372

 4 高額介護サービス等費 210,425

 5 高額医療合算介護サービス等費 17,111

 6 特定入所者介護サービス等費 666,617

 3 財政安定化基金拠出金 1

 1 財政安定化基金拠出金 1

 4 地域支援事業費 812,263

 1 介護予防・生活支援サービス事 518,791

業費

 2 一般介護予防事業費 55,619

 3 包括的支援事業・任意事業費 235,805

 4 その他諸費 2,048

 5 保健福祉事業費 4,541

 1 保健福祉事業費 4,541

 6 基金積立金 105

 1 基金積立金 105

 7 諸支出金 5,002

 1 償還金及び還付加算金 5,002

 8 予備費 20,000

 1 予備費 20,000

13,070,680

金 額

歳 出 合 計

- 79 - 介護保険事業特別会計 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事      項 期  間 限   度   額 

納入通知書作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 31年度まで 
7,820 

督促状作成等業務 
平成   

29年度分 

平成 29年度から 

平成 31年度まで 
1,120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 巻 市 病 院 事 業 会 計                
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第２７号議案 

   平成２９年度石巻市病院事業会計予算 

（総則） 

第１条 平成２９年度石巻市の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 病床数         一般病床 165 床  療養病床 40 床  計 205 床 

(2) 年間入院外来患者数 入院   55,480 人 外来 69,052 人 

(3) １日平均入院外来患者数 入院   152.0 人 外来   283.0 人 

(4) 主要な建設改良事業 建設改良費        3,456 千円 

                    機械装置購入費      69,075 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入） 

第１款 病院事業収益 5,117,915 千円 

第１項 医業収益 2,926,626 千円 

第２項 医業外収益 1,785,922 千円 

第３項 特別利益 405,367 千円 

（支 出） 

第１款 病院事業費用 5,261,415 千円 

第１項 医業費用 5,077,534 千円 

第２項 医業外費用 172,881 千円 

第３項 予備費 11,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

     （収 入） 

第１款 資本的収入 402,748 千円 

第１項 企業債 57,400 千円 

第２項 他会計出資金 330,217 千円 

第３項 

第４項 

他会計負担金 

他会計補助金 

56 千円 

15,075 千円 

     （支 出） 

第１款 資本的支出 426,914 千円 

第１項 建設改良費 72,531 千円 

第２項 企業債償還金 354,383 千円 
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（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

                                  （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

石巻市立牡鹿病

院設備改修事業

債 

3,400 普通貸借又

は証券発行

（ただし、

登録債） 

5.0％ 

以内 

起債年度から据置期間を含め３０

年以内に借入先の融通条件に従い

元利均等償還又は元金均等償還に

より償還する。ただし、融通条件

又は財政の都合により償還年限の

短縮又は借り換えをすることがで

きる。 

医療機器等整備

事業債 

54,000 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

（1） 職員給与費           ２，１４０，５９３千円 

（2） 交際費                         ４００千円 

 （他会計からの補助金） 

第８条 経営基盤安定化対策等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

８１５，７９０千円である。 

 （たな卸資産購入限度額） 

第９条 たな卸資産の購入限度額は、６６５，９４０千円と定める。 

 （重要な資産の取得） 

第１０条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 取得する資産 

種    類 名      称 数量 備     考 

機械及び装置 病院情報システム 一式 石巻市立牡鹿病院 

 

 

 平成２９年２月１３日提出 

                      石巻市長 亀 山   紘      

平成  年 月  日議決 

  


